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「八幡市民会館の活用を求める連絡会」の目的 

(1)八幡市民会館を、文化庁の「近現代建造物緊急重 

点調査の対象物件」および、「登録有形文化財」 

に申請するよう、北九州市に求めます。 

 

(2)八幡市民会館に必要な修理・補修をおこない、 

現状を活かして活用することを、北九州市に 

求めます。 

八幡市民会館は 

国際学術組織・ドコモモジャパンから、 

「保存すべき近現代建造物」に選定され

ています。（2014年度の選定） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★ドコモモジャパンが「八幡市民会館の保存活 

用を求める要望書」を、北九州市に提出した。 

…(中略)…要望書は市民会館について、デザイ

ンに優れ、現存する村野作品として高い価値が

あり、戦後復興の象徴としてつくられた経緯な

どから、市にとって重要だと指摘。「解体は日本

の建築文化にとって大きな損失」と訴え、耐震

性を改善して活用するよう求めた。…(後略) 

【奥村智司】(2017 年 2 月 9 日 朝日新聞・抜粋)  

「現代美術センターＣＣＡ」主催のワークショップを伝える記事 

（2015 年 9 月 27 日 毎日新聞・抜粋） 
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★八幡市民会館の取り扱いは、2017 年 3 月末まで結論が延期となって、4 月

13 日にリボーン委が提出した第２次案の可否が、６月中に示されます。 

★建築は時代の生き証人です。建築を残すことで歴史や時代背景を後世に伝

えることができます。八幡市民会館は誇りある大切な施設です。 

★八幡市民会館に平和資料館や常設の美術や音楽の講座などを開設すれば、

賑わいを取り戻し活性化できるのではないでしょうか。！ 

 


